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なお、藤沢市介護保険課ホームページ（https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/）に、取扱いにつ

いての通知とＱ＆Ａが掲載されています。 

 

Ｑ＆Ａ 

Ｑ 全ての福祉用具貸与事業所が、対象となる用品を同じように扱っていますか。 

Ａ 事業所により取り扱っている商品、単位数が異なります。複数のサービス提供事業所と情報交換を

行い、適切なものをレンタルできるようにすることが大切です。 

 

ケアマネチェック項目 

□ 試しに使いたいという希望に対応できるよう、事業所との連携が取りやすくなっていますか。 

□ 要介護度で一律に判断せず、個々の状況に合わせ必要性を検討しましたか。 

□ 適切な福祉用具の活用ができているか、定期的にモニタリングで確認していますか。 

□ 利用者が軽度者であった場合、利用者の状態によって、必要な手続きを行っていますか。 

 

⑫（介護予防）福祉用具購入費の支給 

直接利用者の身体に触れる特定福祉用具については、貸与ではなく購入した際の費用が支給されます。

都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業所で国が定めた福祉用具を購入した場合、１年間（４月１日

～翌３月３１日）で１０万円を上限額とし、購入費用の９割、８割、７割相当分が償還払いで支給され

ます。 

福祉用具貸与と同様に充分なアセスメントを行い、ケアプランに位置付ける必要があります。 

なお、支給を受けるには、領収証、パンフレット等の必要書類を添えて、市町村に支給申請をする必要

があります。 

 

福祉用具購入の用具の種目 

❶腰掛便座  ❷入浴補助用具  ❸簡易浴槽 ❹移動用リフトのつり具の部分  

❺自動排泄処理装置の交換可能部品 ➏排泄予測支援機器 ❼スロープ（注） 

❽歩行器（注） ❾歩行補助杖（注） 

 

【（注）選択制の対象の福祉用具種目・種類】 

〇 固定用スロープ 〇 歩行器（歩行車を除く） 〇 単点杖（松葉づえを除く） 〇 多点杖 

【対象者の判断と判断体制・プロセス】 

利用者等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択できることとし、介護支援専門員や福祉用具専門

相談員は、貸与又は販売を選択できることについて十分な説明を行い、選択に当たっての必要な情報提

供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案を行うこととする。 


